
 

横須賀市観光立市推進条例及び横須賀市観光立市推進基本計画の概要について 

（第 1回横須賀市観光振興推進委員会 配布資料から抜粋） 

 

Ⅰ 横須賀市観光立市推進条例について 

 

１．横須賀市観光立市推進条例制定の背景 

横須賀市観光立市推進条例は平成 26年第４回市議会定例会で提案、可決され、

平成 27年４月 1日から施行された。 

 

２．横須賀市観光立市推進条例の目的 

人口減少と相次ぐ製造業の撤退により停滞が続いている現在の横須賀の経済

を活性化するためにも、観光を市の産業の柱の一つに加えることによって横須賀

の経済を発展させるよう、行政、市民及び観光事業者等が一丸となって「観光立

市よこすか」に向けて取り組む。 

 

Ⅱ 横須賀市観光立市推進基本計画の概要について 

 

１．策定の基本的な考え方 

 

（１）横須賀市観光立市推進条例に基づく取り組み 

上記、横須賀市観光立市推進条例の目的に照らし、「観光立市横須賀」に向け

て取り組む。 

 

（２）多様な意見の反映 

市民の方、市外の方、市内外の事業者等に対しインタビュー、アンケートを実

施することにより観光に関する様々な意見を収集し、計画策定に反映させる。 

 

２．観光立市推進基本計画策定の概要 

 

（１）策定根拠 

横須賀市観光立市推進条例第８条 

 

（２）策定目的 

観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため。 

 

Ⅲ 観光立市推進基本計画の目的 

「観光を産業の柱として地域経済を活性化させる」 

平成 27年（2015年）10月 19日 

第３回横須賀市観光振興推進委員会 
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